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企業職員の給与に関する規程等の一部を改正する管理規程をここに公布する。 

令和６年３月29日 

                              兵庫県公営企業管理者 梶 本 修 子  

兵庫県企業庁管理規程第１号 

企業職員の給与に関する規程等の一部を改正する管理規程 

（企業職員の給与に関する規程の一部改正） 

第１条 企業職員の給与に関する規程（昭和41年12月22日企業局管理規程第14号）の一部を次のように改正す

る。 

第４条第１項に次の１号を加える。 

  (6) 災害応急作業等手当 

    同条第２項の水質検査作業手当の項の次に次のように加える。 

 「 

災害応急作 

業等手当 

(1) 異常な自然現象により重大な災害 

が発生し、又は発生するおそれがあ 

る場合において、災害対策基本法（昭 

和36年法律第223号）第23条第１項に 

規定する都道府県災害対策本部又は 

同法第23条の２第１項に規定する市 

町村災害対策本部が設置された他の 

地方公共団体に派遣されて行う関係 

行政機関等との災害応急対策に係る 

連絡調整の作業のうち管理者が指定 

するものに従事する職員 

(2) 前号に掲げる作業に相当するもの 

として管理者が指定する作業に従事

する職員 

作業に従事した日１日に

つき450円 

 

 

 

                                               」 

附則第６項中「令和４年４月１日から令和５年３月31日まで」を「令和６年４月１日から令和７年３月31

日まで」に「100分の12」を「次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合」に改める。 

  同項に次の２号を加える。 

  (1) 企業職給料表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が７級以上であるもの 100分の12 

  (2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の８ 

（企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部改正） 

第２条 企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程（平成７年３月31日企業庁管理規程第１号）の一部を次の

ように改正する。 

  第11条中 
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 「 

11 満15歳に達する日以後の最初の３月31日ま

での間にある子（配偶者の子を含む。以下この

項において同じ。）を養育する職員が、次に掲

げる事由により勤務しないことが相当である

と認められる場合 

ア 当該子の看護（負傷し、又は疾病にかかっ

た当該子の世話を行うことをいう。） 

イ 当該子に健康診査（母子保健法（昭和40

年法律第141号）に規定する健康診査をい

う。）、健康診断（学校保健安全法（昭和33

年法律第56号）第11条に規定する健康診断を

いう。）又は予防接種等を受けさせる際の世

話 

ウ 当該子が在籍する学校又は保育施設等が

実施する入学式、卒業式又は授業参観への出

席 

エ 感染症（学校保健安全法施行規則（昭和33

年文部省令第18号）第18条に規定する感染症

をいう。）の予防のため、当該子が在籍する

学校又は保育施設等の全部又は一部が臨時

に休業となった場合の当該子の世話 

一の年において５日（その養育する満15歳

に達する日以後の最初の３月31日までの間

にある子が２人以上の場合にあっては、10

日）の範囲内の期間 

                                              」 

を 

 「 

11 満15歳に達する日以後の最初の３月31日ま

での間にある子（配偶者の子を含む。以下この

項において同じ。）を養育する職員（会計年度

任用職員を除く。）が、次に掲げる事由により

勤務しないことが相当であると認められる場

合 

ア 当該子の看護（負傷し、又は疾病にかかっ

た当該子の世話を行うことをいう。） 

イ 当該子に健康診査（母子保健法（昭和40

年法律第141号）に規定する健康診査をい

う。）、健康診断（学校保健安全法（昭和33

年法律第56号）第11条に規定する健康診断を

いう。）又は予防接種等を受けさせる際の世

話 

ウ 当該子が在籍する学校又は保育施設等が

実施する入学式、卒業式又は授業参観への出

席 

エ 感染症（学校保健安全法施行規則（昭和33

年文部省令第18号）第18条に規定する感染症

をいう。）の予防のため又は気象警報等によ

り、当該子が在籍する学校又は保育施設等の

全部又は一部が臨時に休業となった場合の

当該子の世話 

一の年において５日（その養育する満15歳

に達する日以後の最初の３月31日までの間

にある子が２人以上の場合にあっては、10

日）の範囲内の期間 

                                              」 
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に、 

 「 

17 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健

康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため

勤務しないことが相当であると認められる場

合 

一の年の６月から９月までの期間内（管理

者が勤務の特殊性その他の事情により特に

必要があると認める場合には、別に定める期

間）における、週休日、第５条の３第１項の

規定により割り振られた勤務時間の全部に

ついて超勤代休時間が指定された勤務日等、

休日及び代休日を除いて原則として連続す

る５日。ただし、必要と認められる場合は、

１日、半日又は１時間を単位として与えるこ

とができる。 

                                              」 

を 

 「 

17 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健

康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため

勤務しないことが相当であると認められる場

合 

一の年の６月から10月までの期間内（管理

者が勤務の特殊性その他の事情により特に

必要があると認める場合には、別に定める期

間）における、週休日、第５条の３第１項の

規定により割り振られた勤務時間の全部に

ついて超勤代休時間が指定された勤務日等、

休日及び代休日を除いて原則として連続す

る５日。ただし、必要と認められる場合は、

１日、半日又は１時間を単位として与えるこ

とができる。 

                                              」 

に改める。 

   附 則 

（施行期日等） 

１ この管理規程は、公布の日から施行する。ただし、第１条附則第６項の規定及び第２条の規定は、令和６

年４月１日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の企業職員の給与に関する規程第４条の規定は、令和６年１月１日から適用す

る。 


